
Hyogo Prefecture

有機農産物等の流通・販売に関する検討会設置要綱
（目的）
第１条 本県では、有機農業を含む環境創造型農業を推進しているが、近年のＳＤＧｓ
の取組拡大や国の「みどりの食料システム戦略」（令和３年５月策定）の推進など、農
業をとりまく情勢や農産物市場の動向などが大きく変化している。
これらを踏まえ、有機農産物等の流通・販売や、消費者の理解醸成を進めるための施

策展開を検討するため、「有機農産物等の流通・販売に関する検討会」（以下「検討
会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。
（１）本県農業を取り巻く情勢の変化、有機農産物等の市場や消費者の動向等の分析など
に関すること。

（２）推進施策を強化する方向性と具体的な強化施策等の検討に関すること。
（３）有機農業を含む環境創造型農業の今後の展開に関して必要と認められること。
（組織）
第３条 検討会は、別表に記載する委員をもって構成する。
（座長）
第４条 検討会には委員長を置く。
２ 委員長は、委員の互選により選任する。
３ 委員長に事故がある場合、又は委員長が欠けた場合は、あらかじめ委員長が指名する
委員がその職務を代理する。
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（会議）
第５条 検討会は、委員長が招集する。
２ 検討会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
３ 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できない場合は、あらか
じめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。この場合においては、
代理人は、検討会開催前に委任状を委員長に提出しなければならない。
４ 委員長が必要と認めた場合は、会議に委員以外の者に臨時委員として出席を求め
ることができる。
５ 会議の座長は、委員長がこれに当たる。
６ 検討会は、原則として公開する。
７ 配付資料は、原則として公開する。
８ 議事要旨については、本検討会終了後速やかに作成し、原則、公開する。
（謝金）
第６条 委員（臨時委員を含む）が検討会その他委員会の職務に従事したときは、別
に定めるところにより、謝金を支給する。
２ 第５条第３項の規定に基づき代理人が委員会の職務に従事したときは、代理人に
対して委員本人と同額の謝金を支給する。

３ 第５条第４項の規定に基づき委員以外の者が委員会の職務に従事したときは、別
に定めるところにより、謝金を支給する。
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（旅費）
第７条 委員（臨時委員を含む）が検討会の職務を行うために、検討会に出席し、又は旅
行したときは、職員等の旅費に関する条例（昭和35年兵庫県条例第44号）の規定によ
り旅費を支給する。

２ 第５条第３項の規定に基づき代理人が委員会の職務を行うために、委員会に出席し、
又は旅行したときは、代理人に対して、旅費を支給する。

３ 第５条第４項の規定に基づき委員以外の者が委員会の職務を行うために、委員会に出
席し、又は旅行したときは、旅費を支給する。

（庶務）
第８条 検討会の庶務は、農林水産部農業改良課において処理する。
（その他）
第９条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

附則
（施行期日）
１ この要綱は、令和６年６月17日から施行する。
（この要綱の失効）
２ この要綱は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。
（招集の特例）
３ この要綱の施行の日以後最初に開かれる検討会は、第５条第１項の規定にかかわらず、
農林水産部長が招集する。
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別表（第３条関係）
氏名 主な役職

辻村 英之 京都大学大学院農学研究科 教授

村上 佳世 関西学院大学経済学部 准教授

酒井 徹 秋田県立大学生物資源科学部 准教授

中嶋 敏博 豊岡オーガニックワークス代表（農業者）

澁谷 嘉一 伊川谷有機農業研究会リーダー（農業者）

岸本 芳樹 ＪＡ丹波ひかみ営農経済部 部長

及川 智正 株式会社農業総合研究所 代表取締役会長

中永 昌宏 生活協同組合コープこうべ 商品部生鮮食品

農産チーム課長

新井 正枝 イオンアグリ創造株式会社生産本部

西日本直営事業部長兼営業部長

藤原 啓 神戸市経済観光局 農水産課長
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有機農産物等の流通・販売に関する検討会 傍聴要領
（趣旨）
第１条 この要領は、有機農産物等の流通・販売に関する検討会設置要綱第９条の規
定に基づき、第５条第６項に定める有機農業を含む環境創造型推進検討会（以下
「検討会」という。）の公開に関して必要な事項を定めるものとする。

（会議の公開又は非公開の決定）
第２条 会議の公開は又は非公開の決定は、委員長が検討会に諮って行うものとする。
（会議の開催の公表）
第３条 会議の開催は、非公開とする場合を除き、会議の６日前までに公表するもの
とする。

２ 公表内容は、会議の名称、開催日時、開催場所、議題、その他必要な事項とする。
（傍聴人）
第４条 傍聴人とは、検討会の許可を得て、会議を傍聴する者をいう。
（傍聴人の定員）
第５条 傍聴人の定員は、委員長が定めるものとする。
（傍聴の手続）
第６条 会議を傍聴しようとする者は所定の場所において、傍聴人受付簿（様式第１
号）に必要事項を記入の上、申し出なければならない。

資料１－２
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（傍聴席に入ることができない者）
第７条 次の各号に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
（１）他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携帯している者
（２）議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
（傍聴人の遵守事項）
第８条 傍聴人は静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
（１）検討会における発言に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しな
いこと

（２）私語、喚声その他の行為により騒ぎ立てないこと
（３）張り紙、垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと
（４）みだりに傍聴席を離れないこと
（５）その他会議の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと
（撮影、録音等の禁止）
第９条 傍聴人は、会議室において写真、ビデオ等の撮影又は録音等をしてはならな
い。ただし、事前に委員長の許可を得た場合は、この限りではない。

２ 前項ただし書きの規定により、撮影又は録音等の許可を得ようとする者は、写真
撮影等許可願（様式第２号）を委員長に提出しなければならない。
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（事務局員の指示）
第10条 傍聴人は事務局員の指示に従わなければならない。
（退場しなければならない場合）
第11条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
（１）委員長が、会議の内容が非公開であることを認め、傍聴人の退場を命じたとき
（２）傍聴人が、この要領の規定に違反し、委員長が退場を命じたとき

附則
（施行期日）
１ この要領は、令和６年６月18日から施行する。
（この要領の失効）
２ この要領は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。
（会議の公表又は非公開等の決定の特例）
３ この要領の施行の日以降最初に開かれる検討会は、第２条の規定にかかわらず会
議を公開し、第５条の規定にかかわらず傍聴人の定員を５名とする。
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（様式第１号）

傍聴人受付名簿

令和 年 月 日
有機農産物等の流通・販売に関する検討会

番号 住所 氏名

（様式第２号）

写真撮影等許可願

撮影等年月日 令和 年 月 日

撮影等の目的
撮影者等の
住所・氏名

フラッシュ
使用等の有無 有 ・ 無

備考

上記のとおりご許可願います。

年 月 日

有機農産物等の流通・販売に関する検討会 委員長 様

申込者 住所

氏名
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検討会スケジュール等 資料１－３

時期 検討内容

７月２６日 有機農産物等の流通・販売促進や県民理解促進に向けた課題抽出
＜話題提供＞
・私の有機農業経営（共同出荷や消費者との交流活動等の取組と課題）
・有機農産物の大規模流通の取組事例
・消費者への商品価値理解に効果的な情報発信手法
【論点】
①有機農産物等において、量販店出荷等、太い流通に対応するための課題
②環境負荷低減・持続可能な農業・有機農産物等への県民理解促進のための課題

９月６日 有機農産物等の流通・販売促進や県民理解促進に向けた施策検討
・抽出された課題への対応施策の検討
【論点】
①有機農産物等の流通・販売促進に効果的な施策
②有機農産物等への価値理解促進のための施策
中間取りまとめ骨子（案）の検討

１１月２２日 報告書とりまとめに向けた議論の掘下げ
（中間取りまとめ）
・報告書（一次案）の検討等

１月３１日 報告書（案）の検討・決定

※委員長と相談の上、適宜、臨時委員等からの意見聴取を実施
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